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介護保険料特別徴収

仮徴収のお知らせ

国民健康保険税 ・ 後期高齢者医療保険料

特別徴収仮徴収のお知らせ

4 月からの保険税（料）の年金天引き（特別徴収）

特別徴収の中止について

介護保険料の年金天引き（特別徴収）

　現在、保険税（料）を特別徴収で納めていただいている人は、2月の年金から徴収させていただいた保険税

（料）と同額を 4・6・8月の年金から仮徴収させていただきます。

※国民健康保険の被保険者で平成 26 年度に 75 歳になる人および特別徴収の中止届を提出した人などは、

普通徴収（納入通知書または口座振替）により納めていただきます。

◆平成 25 年 4 月 2 日から平成 25 年 10 月 1 日までの間に、つぎに該当した人は、保険税（料）を 4 月から特

別徴収させていただきます。

①同じ世帯の国民健康保険の被保険者が全て 65 歳～ 74 歳になった人

②後期高齢者医療制度に加入した人（75 歳になった人や転入などの住所変更により加入した人など）

※該当した人には「特別徴収仮決定通知書」を 3月下旬に郵送しますので、内容をご確認ください。

　現在、保険料を特別徴収で納めていただいている人は、2月の年金から徴収させていただいた保険料と同

額を 4・6・8月の年金から仮徴収させていただきます。

◆平成 25 年 4 月 2 日から平成 25 年 10 月 1 日の間に、つぎに該当した人は、保険料を 4 月から特別徴収さ

せていただきます。

① 65 歳以上で、すでに老齢・退職年金などを年額 18 万円以上受給している人

② 65 歳到達後に、新たに老齢・退職年金などを年額 18 万円以上受給した人

③ 65 歳以上で、老齢・退職年金などを年額 18 万円以上受給している人のうち、住所変更を行った人

※特別徴収への変更手続きの必要はありません。また、特別徴収を本人の希望で中止することはできません。

※該当する人には「平成 26 年度特別徴収開始のお知らせ」を 3 月下旬に郵送しますので、内容をご確認くだ

さい。

　保険税（料）の特別徴収の対象となった人でも、申請をすることで特別徴収を中止し、普通徴収（口座振替

に限る）に変更することができます。特別徴収の中止届の申請方法などの詳細については、保険年金課へお

問い合わせください。

　問合せ　保険年金課 （43)1111 内線 142、147・ （43)3835

問合せ　

　介護福祉課 （42)8444
         　 (43)5600

特別徴収の仮徴収と本徴収

◆仮徴収・・・保険税（料）は前年中の所得により 7月に決定します。そのため、前年度の保険税（料）

　　　　　　　を基にした暫定額を 4・6・8月の年金から徴収させていただきます。

◆本徴収・・・7月に確定した年間の保険料（税）から仮徴収で納めていただいた額を差し引いて 10・

　　　　　　　12・翌 2月の年金から徴収させていただきます。
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幸手市高齢者・障害者

地域見守り支援ネットワーク

　支援が必要な状態であるにも関わらず支援につながっていない人をできる

だけ早く発見し、支援につなげるとともに、住み慣れた地域で安心して自立

した生活ができるよう、地域住民・民間事業者・そのほか関係事業者および

行政が連携して「幸手市高齢者・障害者地域見守り支援ネットワーク」を構築

しています。

　介護保険サービス事業者や福祉サービス事業者・警察・医療機関・民生委員・

商工会・社会福祉協議会・金融機関・高齢者健康体操自主グループなど 131

の機関にご登録いただき、それぞれの業務や活動の中でネットワーク活動に

ご協力いただいています。

ネットワーク登録機関の目印です

　2 月 7 日（金）ウェルス幸手で全体会を開催し、各関係

機関から 81 人の参加をいただきました。平成 25 年度の

ネットワークの実績を報告するとともに、「成年後見制度

について」をテーマに宇敷　崇広氏（法テラス埼玉弁護士）

にご講演いただくなど、支援に関する知識を深めました。

　全体会の様子

　日常生活の中で、ごく当たり前にしている交流を通

じて、地域の中で見守り合う温かいつながりを作って

いきましょう。

【見守りのポイント】

～さりげない見守りを心がけましょう～

〇最近、顔色が悪く、痩せてきた気がする

〇顔や腕などに不自然なあざが多くなった

〇家の中から大声でどなる声が聞こえる

〇服装が不自然なまま外出している

〇夜になっても家に明かりがつかない

〇郵便物や新聞が郵便受けにたまっている

〇以前はされていた庭の手入れがされなくなった

〇見慣れない人が家に出入りするようになった　など

あたまの健康チェック  ～物忘れが気になる人へ～

と　き　4月 24 日（木）

        午前 9時 30 分～午後 4時 30 分

　　　　※ 1人あたり約 45 分

ところ　ウェルス幸手検診ホール

内　容　記憶力チェックおよび介護予防アドバイス

【気になる高齢者・障がい者の情報連絡先】

～高齢者～

〇幸手東地域包括支援センター（ウェルス幸手内）

　 （53)6151・ （53)6160
　担当地域：権現堂川・吉田・八代・さかえ・

　　　　　　さくら小学校区

〇幸手西地域包括支援センター（西公民館内）　

　 （40)3443・ （44)0870
　担当地域：幸手・行幸・長倉・上高野小学校区

〇幸手市高齢者・障害者地域見守り

　支援ネットワーク事務局（介護福祉課内）

　 （42)8438・ （40)3008
～障がい者～

〇幸手市障害者虐待防止センター（社会福祉課内）

　 （42)8435・ （43)5600

▼

全体会を開催しました

みなさんも気軽な気持ちで温かいつながりを作っていきましょう

▼

対　象　市内在住の 65 歳以上の人

定　員　16 人（申込み順）

参加費　無料

申込み　3月 10日（月）から電話または直接介護福祉課へ

問合せ　介護福祉課 （42)8438・ （40)3008


